
○料金表 

① 基本料金要    介護度１～５ （１回あたり） 

サービス提供時間 （３～４時間） １割 ２割 ３割 

要介護度１ ３７０円 ７４０円 １１１０円 

要介護度２ ４２３円 ８４６円 １２６９円 

要介護度３ ４７９円 ９５８円 １４３７円 

要介護度４ ５３３円 １０６６円 １５９９円 

要介護度５ ５８８円 １１７６円 １７６４円 

 

サービス提供時間 （４～５時間） １割 ２割 ３割 

要介護度１ ３８８円 ７７６円 １１６４円 

要介護度２ ４４４円 ８８８円 １３３２円 

要介護度３ ５０２円 １００４円 １５０６円 

要介護度４ ５６０円 １１２０円 １６８０円 

要介護度５ ６１７円 １２３４円 １８５１円 

   

サービス提供時間 （５～６時間） １割 ２割 ３割 

要介護度１ ５７０円 １１４０円 １７１０円 

要介護度２ ６７３円 １３４６円 ２０１９円 

要介護度３ ７７７円 ２３３１円 ２３３１円 

要介護度４ ８８０円 １７６０円 ２６４０円 

要介護度５ ９８４円 １９６８円 ２９５２円 

    

サービス提供時間 （６～７時間） １割 ２割 ３割 

要介護度１ ５８４円 １１６８円 １７５２円 

要介護度２ ６８９円 １３７８円 ２０６７円 

要介護度３ ７９６円 １５３８円 ２３８８円 

要介護度４ ９０１円 １８０２円 ２７０３円 

要介護度５ １００８円 ２０１６円 ３０２４円 

    

サービス提供時間 （７～８時間） １割 ２割 ３割 

要介護度１ ６５８円 １３１６円 １９７４円 

要介護度２ ７７７円 １５５４円 ２３３１円 

要介護度３ ９００円 １８００円 ２７００円 

要介護度４ １０２３円 ２０４６円 ３０６９円 

要介護度５ １１４８円 ２２９６円 ３４４４円 

 



 

② 通所介護加算料金 

 １割 ２割 ３割 

入浴介助加算(Ⅰ) ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算(Ⅱ)     ５５円 １１０円 １６５円 

個別機能訓練加算(Ⅰ) イ     ５６円 １１２円 １６８円 

個別機能訓練加算(Ⅰ) ロ     ７６円 １５２円 ２２８円 

※認知症加算     ６０円   １２０円   １８０円 

※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)     ２０円    ４０円    ６０円 

※栄養アセスメント加算  ５０円／月   １００円／月   １５０円／月 

科学的介護推進体制加算  ４０円／月    ８０円／月   １２０円／月 

※送迎減算（送迎なし）片道    －４７円   －９４円  －１４１円 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６円    １２円    １８円 

高齢者虐待防止措置実施減算 －１/１００ －２/１００ －３/１００ 

業務継続計画未策定減算 －１/１００ －２/１００ －３/１００ 

    

 

③ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ①②に×０．０５９を乗じた金額 

 

④ 特定処遇改善加算（Ⅱ）   ①②に×０．０１を乗じた金額 

 

⑤ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ①②に×０．０１１を乗じた金額 

 

⑥ 食費代   １食あたり   ５５０円（全額自己負担） ※おやつ込み 

 

⑦ おむつ代  １枚あたり   紙パンツ１００円  パット５０円/１枚 

 

⑧ 諸費など  １００円／日(水分補給・各プリント類・物作り等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〇介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業デイ） 

基本料金 

（１）要支援１・要支援２ 

    一月あたりの利用料金 介護保険適用時の一月あたりの自己負担額 

 ９時～１５時 １割 ２割 ３割 

１要支援１ １７，９８０円 １,７９８円 ３,５９６円 ５,３９４円 

１要支援２ ３６，２１０円 ３.６２１円 ７,２４２円 １０,８６３円 

 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 加算料金  / 月 

 １割 ２割 ３割 

３サービス体制強化加算（Ⅲ）要支援１ ２４円  ４８円  ７２円 

３サービス体制強化加算（Ⅲ）要支援２ ４８円  ９６円 １４４円 

※２生活機能向上グループ活動加算 １００円 ２００円 ３００円 

※２栄養アセスメント加算  ５０円／月 １００円／月 １５０円／月 

※２口腔機能向上加算(Ⅰ) １５０円 ３００円 ４５０円 

※２口腔機能向上加算(Ⅱ) １６０円 ３２０円 ４８０円 

※２口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)  ２０円(1回)  ４０円(１回)  ６０円(１回) 

※２口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５円(１回)  １０円(１回)  １５円(１回) 

※２事業所が送迎を行わない場合(片道) －４７円 －９４円 －１４１円 

２高齢者虐待防止措置実施減算 －１/１００ －２/１００ －３/１００ 

２業務継続計画未策定減算 －１/１００ －２/１００ －３/１００ 

    

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  １、２×０．０５９を乗じた金額 

 

特定処遇改善加算（Ⅱ）    １、２×０．０１を乗じた金額 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 ①②に×０．０１１を乗じた金額 

 

食事代      昼食    ５５０円（全額自己負担） ※おやつ込み  

 

おむつ代           紙パンツ １００円/１枚  パット ５０円/１枚 

 

諸費など    １００円／日(水分補給・各プリント類・物作り等) 

 

・翌月２７日の引き落としになります。 

・手続き上、２か月まとめての引き落としになる場合がございます。 



 

○各種加算説明 

 

・入浴加算(Ⅱ)  

自宅において、自身又は家族、もしくは訪問介護員等の介護によって入浴ができるよう 

 になる事を目的にどのような介護技術を用いて行う事が適切か訓練等を行います。 

 必要な介護技術の習得のために、職員は研修等を行っていきます。 

 

・栄養アセスメント加算 

 栄養改善が必要な利用者様を的確に把握し情報を集めて分析(アセスメント)を実施した時に算定され

る加算です。管理栄養士を 1 名配置、アセスメント実施し結果を利用者又は家族に説明し対応を行い 

 毎月の体重測定を行います。 

 

・認知症加算 

 日常生活に支障をきたす恐れのある症状や行動によって介護を必要とする認知症の利用者様 

 （認知症高齢者日常生活自立度がⅢ、Ⅳ、Ｍに該当）に対して職員を増やし認知症ケアに関する専門

性の高いケアを提供します。 

 介護を必要とする認知症の利用者様の割合が２０％認知症に関する研修を修了した職員あるいは認知

症ケアに関する専門性の高い看護師を 1 名以上配置します。職員は認知症に対する研修を行っていき

ます。 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算 

 利用者様に定期的に口腔の健康状態、又は栄養状態のスクリーニングを行ったときに算定される加算 

 です。職員が利用開始し６カ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認し担当の 

介護支援専門員に情報提供します。※栄養アセスメント加算等との併算定は不可能。 

 

・生活機能向上グループ活動加算 

 利用者様の生活機能の向上を目的として共通の課題(衣食住に関する項目等)を有する利用者に対して 

 活動をグループで行った場合に算定される加算です。 

 

・口腔機能向上加算 

 「航空清拭」「唾液分泌」「咀嚼」「嚥下」「食事摂取」などの口腔機能低下がある場合、または口腔 

 機能が低下する恐れがある利用者様に対し計画書を作成し個別での指導を行った場合に算定される 

 加算です。口腔機能を保ち、誤嚥や肺炎のリスクを減らす事が目的です。 

  

 

 

 




